
労働・社会保険
インフォメーション

2023.10

第22号

株式会社 札幌総合保険コンサル
〒004-0841 札幌市清田区清田１条１丁目４番30号
電話:011-883-1000 FAX :011-883-1010 （旧札幌総合保険事務所）
電話:011-883-5667  FAX:011-883-5749（旧 総合保険コンサル）
※お電話による受付時間 平日9:00～17:00

札幌総合保険コンサル

HAPPY

保険TOPICS ご存じですか

For Business

コラム

HAPPY通信 第22号もくじ

札幌総合保険コンサル スペシャル情報Information

成長しよう

私たちは、
プロの保険代理店です

いつも身近に。

https://s-sogohoken-consul.jp/

通信

読書会からのおすすめ
毎週弊社で行っている「読書会」から
皆さんに読んでいただきたい１冊をご紹介します

事務担当
小松貴子

「変われない自分」を一瞬で変える本
きずな出版 著者 井上裕之 2018年

北海道の帯広で歯科医を開業している井上裕之さんが「引き寄せの法則」―自分の願
い事を強くイメージすれば必ずそれは実現する―でぽっかりと抜け落ちてしまった「潜
在意識」の使い方について教えてくれます。目的をきちんと設定して学んでおくことに
より、私たちに願いを実現させてくれる源です。「知識の貯蔵庫」をうまくメンテナン
ス(情報の受け取り方を変える)しながら潜在意識を操ることができれば、あなたは一瞬
で変われると書かれた著書です。子どもの頃、自転車に乗れるように練習したことを思
い出してください。大抵の場合は、そもそも経験のないことのため、本当に乗れるのか
な？という不安と闘います。乗っては転びそのたびに擦りむいたりしても挑戦を繰り返
したはずです。本当に欲しいものを手に入れようと潜在意識が働いているとき、私たち
はどんな苦労もつらいこととは認識しないのです。
まずはやってみる！皆さんも一緒に何かを始めてみませんか？

このWEBサイトにはマネジメントに関する本の紹介がたくさんあります。
是非ご覧ください。

NATTARA
トレーニングスクール

このQRコードで
NATTARAスペシャル
サイトへ（NATTARA 
READING JUNGLE）

「通勤災害」･･･ クイズです。
次の帰宅途中にけがをした場合は、「通勤災害」に該当するでしょうか？
①帰宅途中にコンビニで買い物をした後、帰宅経路に戻ったが家までもう少しのところで転んで

怪我をした。
②帰宅途中に予約をしていた病院で診療を受け、その病院内で転んで怪我をした。
③休日に緊急呼び出しを受けて出勤する途中、事故に遭って怪我をした。
④会社のマイクロバスで他の従業員５人と会社へ向かう途中、事故に遭って怪我をした。
⑤業務命令に従って早目に出勤をして、走っていたために転んで怪我をした。
答え：①通勤災害 ：「日常生活上必要な最小限度の行為」後に合理的な通勤経路に戻った後は

通勤に該当
②該当せず ：「日常生活上必要な最小限度の行為」中の事故は通勤に該当しない。
③④⑤該当せず： 通勤災害ではなく、業務災害



保険
TOPICS

プロの保険代理店として、私たちは、ＣＳ（ちゃんと説明する）がモットーです。
保険に関わることで、わからないこと、不安に思うことなど、ご質問・ご相談ください。

役立つ保険の新知識

最近よく聞く保険に関する話題や事例。知っていると、
きっと役立つ保険の新知識をタイムリーにピックアップ
してご紹介します。

活き活き企業を目指して
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ですか

代表取締役社長
越前 賢一

●今号のマネジメント力向上テーマ

成長
しよう

概要サイト 情報更新サイト

開発元：NATTARAトレーニングスクール
当社代表の越前がメイントレーナーで活躍しています!

これからは、個々人の「セルフマネジ
メント力の向上」が企業発展の鍵です

スキルやノウハウを学習する前に、仕事に
ついて、自身の成長について「考える」学
習です。自主自立型社員の育成が目的です。

リーダーでなくても
「マネジメント」を学ぼう！

みなさんの誰もが、
「マネジメント」に
親しめる自主学習プロ
グラムを開発しました。

ご興味のある方は
ぜひ当社担当者へ
ご連絡ください。

セルフマネジメント力として
4つの「育てるべき力」を学びます

1日約4時間の学習で完結！
ビジネス人生における「成長への
心構えと課題」を発見!

新人研修には最適です。
マナー・業務研修とは違います。

❶自立力❷子ども力❸言葉力❹人格力の4つ
の「育てるべき力」について、テキストと
動画で学んでいきます。

ビジネス応援サイト
「NATTARAトレーニングスクール」を

覗いてみませんか!

～ こんなご相談がありました ～

自分の車で
自宅(自己所有建物※１)に衝突!!

自分の自動車保険で両方直せるの？？

修理代 約３６万円 修理代 約６２万円

 自動車保険の
一般車両補償※２で
 修理ができました！

 建物は自動車保険では

 支払われません …が

 火災保険を使って
修理ができました！

※１ 賃貸物件の場合、ケースによって対応が異なります！
※２ 車対車などの限定補償では自損事故は対象外となります！

ご加入の保険が対象かどうか調べてみませんか？
お困りごとがあれば、まずは私たちへご相談ください！
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